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本学におけるＦＤの定義について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定義のポイント】 

 

（１）本学のミッション及びビジョンを実現すること （Ｗｈａｔ ｆｏｒ） 

 

 

（２）全学で日常的に行われる全ての教育改善活動や学修支援活動をＦＤ活動と認識すること （Ｗｈａｔ） 

 

 

（３）教員と事務職員が協働し，学生の参画を推進すること （Ｗｈｏ） 

 

 

（４）教育の質保証及び教育力向上をめざすあらゆる取組の妥当性，有効性について継続的に検証を行い， 

更なる改善・充実を組織的に図ること （Ｈｏｗ） 

 
 

兵庫教育大学におけるＦＤとは，本学のミッション及びビジョンを実現するために，大学院・

学部におけるカリキュラムや授業についての内容・方法・評価等に関して，教員と事務職員が

協働し，学生の参画を得て行う，教育の質保証をめざすあらゆる取組のことである。 


